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一
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規

則

東
京
都
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
十
四
号

東
京
都
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
ト
中
「
ホ
ま
で
」
を
「
ヘ
ま
で
」
に
、
「
ヘ
⑴
ア
」
を
「
ト
⑴
ア
」
に
改
め
、

同
号
ト
を
同
号
チ
と
し
、
同
号
ヘ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
ホ
中
「
及
び
ハ
」
を
「
、
ハ
及
び
ニ
」
に
改

め
、
同
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
を
同
号
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

地
域
に
お
け
る
継
続
的
な
農
地
利
用
を
図
る
者
で
あ
つ
て
、
生
産
の
効
率
化
等
に
取
り
組
む

も
の
と
し
て
区
市
町
村
（
特
別
区
及
び
市
町
村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
認
め
る
者
（
経
営

農
地
、
経
営
面
積
、
栽
培
作
物
、
栽
培
方
法
等
に
係
る
十
年
後
の
農
業
経
営
の
継
続
意
向
及
び

地
域
が
目
指
す
べ
き
将
来
の
集
約
化
に
重
点
を
置
い
た
農
地
利
用
の
姿
の
作
成
に
向
け
た
話
合

い
等
へ
の
参
加
の
意
思
が
明
確
に
な
つ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
証
す
る
書
面
を
区
市
町
村
に
提
出

し
、
か
つ
、
当
該
区
市
町
村
か
ら
生
産
の
効
率
化
等
に
取
り
組
む
旨
の
証
明
を
受
け
た
も
の
に

限
る
。
以
下
「
継
続
的
農
地
利
用
者
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
一
項
第
四
号
リ
中
「
第
一
号
ヘ
⑴
及
び
ト
」
を
「
第
一
号
ト
⑴
及
び
チ
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一

五
の
項
中
「
㈧
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
貸
付
対
象
者
は
認
定
農
業
者
等
」
の
下
に

「
、
継
続
的
農
地
利
用
者
」
を
加
え
、
「
集
落
営
農
組
織
等
に
限
る
。
」
を
「
集
落
営
農
組
織
等
に
限

る
。
）
」
に
改
め
、
同
表
一
農
業
者
等
に
係
る
貸
付
金
の
合
計
額
の
限
度
の
欄
中
「
第
二
条
第
一
項
第

一
号
ヘ
⑴
及
び
ト
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
一
号
ト
⑴
及
び
チ
」
に
、
「
第
二
条
第
一
項
第
一
号
ニ
」

を
「
第
二
条
第
一
項
第
一
号
ホ
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。
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別
記
第
三
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を
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改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
、

「

」
に
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「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
、
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「

」
を
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改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
の
一
別
紙
計
算
書
中

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

「

」
に
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別
記
第
七
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を
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改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
、

「

」
に
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「

」
を
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改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
（
甲
）
中
「千
円

」
を
「円

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、

「

」
に
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「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
（
乙
）
中
「千

円

」
を
「円

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、
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「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
則

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
別
記
第
五
号
様
式
ま
で
、
別
記
第
六
号
様
式
の
一
別
紙
計
算
書
及
び
別
記
第

七
号
様
式
か
ら
別
記
第
九
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を

加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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農
地
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
十
五
号

農
地
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

農
地
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
東
京
都
規
則
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に

改
め
、
同
様
式

（記載要領）
１
中
「、
「
職
業
」
欄
に
そ
の
業
務
の
内
容
を

」
を
削
り
、
同
様
式

（記載要領）
中
２
を
削

り
、
３
か
ら
５
ま
で
を
２
か
ら
４
ま
で
と
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
１面
中

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、

「東
京
都
農
業
員
会

」
を
「東

京
都
農
業
委
員
会

」
に
改
め
、
同
様
式
２面

（記載要領）
１
中
「「

申
請
土
地
の
所

在
す
る
区
域
」
欄
、
「
意
見
」
欄
、
「
手
続
の
状
況
」
欄
及
び
「
知
事
の
処
分
」

」
を
「「

申
請
に
係

る
土
地
の
所
在
す
る
区
域
」
、
「
意
見
」
、
「
手
続
の
状
況
」
、
「
知
事
の
処
分
」
、
「
都
市
計
画
区
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域
決
定
の
有
無
」
、
「
農
業
振
興
地
域
決
定
の
有
無
」
及
び
「
農
用
地
区
域
決
定
の
有
無
」
の

」
に
改

め
、
同
様
式
２面

（記載要領）
２
中
「規

定
す
る

」
の
下
に
「農

用
地
区
域
内
農
地
、

」
を
加
え
る
。

別
記
第
三
号
様
式
１面
中

「

」
を

「

」
に

改
め
、
同
様
式
２面

（記載要領）
１
中
「、

「
職
業
」
欄
に
そ
の
業
務
の
内
容
を

」
を
削
り
、
同
様
式
２面

（記載要領）
中
３
及

び
４
を
削
り
、
５
か
ら
７
ま
で
を
３
か
ら
５
ま
で
と
し
、
同
様
式
３面
中

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
農
地
法
施
行
細
則
別
記
第
一
号
様
式
か
ら

第
三
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
十
六
号

東
京
都
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
二

二
の
部
㈥
の
項
中

「
和
田
堀
公
園
第
二
駐
車
場

一

一
箇
所
一
月

七
十
八
万
六
千
八
百
円
」
を

「
和
田
堀
公
園
第
二
駐
車
場

一

一
箇
所
一
月

七
十
八
万
六
千
八
百
円

」
に

高
井
戸
公
園
駐
車
場

一

一
箇
所
一
月

八
十
六
万
一
千
百
円

改
め
る
。

別
表
第
五

一
の
部
㈢
の
項
中
「
及
び
井
の
頭
恩
賜
公
園
」
を
「
、
井
の
頭
恩
賜
公
園
及
び
高
井
戸

公
園
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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